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第１章 現況と課題 

１ 飯島町の現況と課題 

（１）位置・地勢 

本町は長野県上伊那郡のほぼ中央に位置

し、その大部分は天竜川右岸にあります。中

央アルプス南駒ヶ岳を背に、東方に傾斜した

地帯であり、天竜川、与田切川、中田切川な

どによって段丘が発達した地形となってい

ます。西側の山岳地域には、南駒ヶ岳、空木

岳、越百山などの 3,000ｍ級の山々が高くそ

びえ、連なっています。 

中央アルプスと天竜川に挟まれた平坦な

地域は、中田切川や与田切川などによって形

成された扇状地性堆積物に覆われ、天竜川に

向かって緩やかに傾斜した幅広い平坦地を

つくり出しています。また、天竜川の東側は

河川の浸食が進んだ山地となっており、山麓

の斜面にはひな壇状に開けた日曽利地区の

集落があります。 

町の西側は中央アルプスを経て木曽郡大

桑村に接し、東側は中川村、南側は飯田市及

び下伊那郡松川町、北側は中田切川を境に駒

ヶ根市に隣接しています。 

 

 

図表 3. 飯島町の位置        

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

※ 断面図は、相対的なイメージがとりやすいよう高さを２倍に強調しています。 

図表 4. 地形断面図 
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（２）沿革 

本町は江戸時代に幕府の陣屋が置かれていた歴史の街です。 

飯島陣屋は江戸時代初め、延宝５（1677）年に設置されたといわれており、伊那郡を中心と

する幕府直轄領（天領）を支配する拠点として置かれました。それ以来、幕末にいたるまで続

き、明治維新以後は伊那県庁として使われていました。 

伊那県は、明治４（1871）年 11月に廃止されましたが、本町は江戸時代から明治初期に至る

200年近い間、信濃の国や伊那県の政治上重要な役割を果たしていました。 

 

図表 5. 飯島町の沿革 

原始・古代 各地に集落ができる。 

鎌倉時代 飯島氏の支配のもとに飯島郷の開発が進む。 

江戸時代 
幕府の直轄地を支配した飯島陣屋が置かれる。 

この地方の政治・経済・文化の中心地として栄える。 

明治 8年 1月 23 日 

飯島村、石曽根村、田切村、本郷村の 4か村が合併して飯島村となる。 

一方、七久保耕地は同日、小平・前沢・田島・上片桐・片桐の 5耕地とともに

1村扱いを廃止し、合併して片桐村となる。 

明治 14 年 8 月 17 日 
片桐村は、上片桐村・片桐村・七久保村の 3 か村に分離し七久保村が発足

する。 

明治 15 年 4 月 5 日 
飯島村から田切及び本郷が分離し、飯島村・田切村・本郷村の 3 か村とな

る。 

明治 22 年 4 月 1 日 
市町村制の施行に際し、飯島村・田切村・本郷村の 3 か村が合併して「飯

島村」となる。「七久保村」はそのまま新村として発足する。 

昭和 24 年 4 月 1 日 飯島村は南向村の一部日曽利を境界変更により編入する。 

昭和 28 年 2 月 1 日 
七久保村は字三林、字袴ヶ腰、字烏帽子ヶ丘の一部面積 14.5 平方キロメー

トルを境界変更により隣村上片桐村へ編入する。 

昭和 29 年 1 月 1 日 飯島村は町制を施行し「飯島町」となる。 

昭和 31 年 9 月 30 日 飯島町と七久保村が合併し、新「飯島町」となり現在に至る。 

資料：飯島町 HP（町の歴史と歩み） 
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（３）人口 

①人口の推移 

本町の人口は、平成 12（2000）年には 10,895 人でしたが、令和２（2020）年には 9,004 人ま

で減少しています。将来的には、令和 32（2050）年には 5,700人程度まで減少すると推測されて

います。 

年齢３区分別人口の推移を見ると、年少人口（０～14 歳人口）と生産年齢人口（15～64 歳人

口）は一貫して減少しており、少子化や労働力人口の縮小が進んでいます。一方、老年人口（65

歳以上人口）や 75歳以上人口は増加を続けており、高齢化が顕著です。 

将来の推計では、令和 27（2045）年において年少人口は 531人（8.5％）、生産年齢人口は 2,747

人（43.9％）、老年人口は 2,983人（47.6％）となり、老年人口が生産年齢人口を上回ると推測さ

れています。また、令和 32（2050）年には 75歳以上人口割合が 30％を超えると想定されていま

す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
※平成 27（2015）年及び令和２（2020）年の総人口は年齢不詳を含む。 

資料：国勢調査(H12～R2)、国立社会保障・人口問題研究所「将来の地域別男女階級別人口（令和 5 年推計）」 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査(H12～R2)、国立社会保障・人口問題研究所「将来の地域別男女階級別人口（令和 5 年推計）」 

図表 6. 年齢３区分別人口の推移と将来推計 
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令和２（2020）年から令和 27（2045）年の人口増減数を見ると、町全体で人口減少が進行する

と推測されています。特に、ＪＲ飯島駅西側やＪＲ七久保駅西側の用途地域内での減少数が多く

なっています。人口増加が予測されているエリアもありますが、その多くは用途地域外となって

います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：【令和２(2020)年】令和２年国勢調査「地域メッシュ統計（250m メッシュ） 

【令和 27(2045)年】国土数 情報「250m メッシュ別将来推計人口（R6 国政局推計）」 

 

図表 7. 人口増減数の推移（令和２(2020)年 → 令和 27(2045)年） 
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②人口動態 

平成 12（2000）年から令和６（2024）年までの人口動態をみると、自然増減は一貫してマイ

ナス傾向であり、出生数より死亡数が上回る自然減が長期的に続いています。特に、年々自然

減の幅が大きくなっており、令和４（2022）年には過去最大の 113人減を記録しています。 

社会増減は年によって変動が大きく、平成 15（2003）年や平成 17（2005）年には大幅な増加

がある一方で、平成 21（2009）年、平成 22（2010）年には 100人以上の社会減が生じた年が確

認できます。 

平成 25（2013）年以降は社会増となる年もあるものの、全体としては転出超過が続き人口流

出傾向にあり、24年間の人口増減の累計減少数は 2,145人に達しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：毎月人口異動調査 

図表 8. 人口動態の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：毎月人口異動調査 

図表 9. 自然・社会動態の推移 
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（４）産業 

①産業別人口 

産業別人口の推移をみると、平成 12（2000）年から令和 2（2020）年の 20年間で、およそ

２割の減少となっています。産業の３区分別にみると、第一次産業人口及び第二次産業人口

は減少傾向にある一方で、第三次産業人口は平成 17（2005）年まで増加し、それ以降は横ば

いで推移しています。 

構成比の推移をみると、第二次産業人口は平成 17（2005）年までは最も多くを占めていま

したが、平成 22（2010）年以降は第三次産業人口がそれを上回っています。第一次産業人口

は緩やかに減少しつつも、概ね一定の水準を維持しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

図表 10.  業３区分別人口の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

図表 11.  業３区分別人口構成比の推移 
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②農業 

平成 12（2000）年と令和２（2020）年の農家数の推移を比較すると、総農家数は約３割の

減少となっており、特に販売農家（第 1種及び第 2種兼業農家）は半減しています。一方で、

自給的農家は 1.8倍にまで大幅に増加しています。 

また、経営耕地面積も減少傾向にあり、特に樹園地は 20 年間で約４割の減少となってい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※令和２(2020)年より専業兼業別調査が廃止 

資料：農林業センサス 

図表 12. 農家数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：農林業センサス 

図表 13. 経営耕地面積の推移 
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③工業 

平成 12（2000）年以降の工業の推移を見ると、製造品出荷額は年によって増減が見られるも

のの、全体として上昇傾向にあります。平成 12～15年はやや減少しましたが、平成 16～20年

には増加し、平成 21年及び平成 23年に一度大幅に減少しました。その後も増減を繰り返しつ

つ、令和 4（2022）年には 581億円となり、過去 20年間において最高水準に達しています。 

中分類別構成比を見ると、食料が 38.1％、窯業が 30.0％と大半を占めています。 

一方、事業所数は平成 12（2000）年の 102 事業所から減少し、近年は 40 事業所前後で推移

しています。また、従業者数は平成 26（2014）年頃までは製造品出荷額の変動と同様に推移し

ていましたが、その後は従業者数の減少に対して製造品出荷額は増加しており、生産効率の向

上がうかがえます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料：工業統計書、経済センサス・活動調査(製造業) 

図表 14. 事業所数・従業者数・製造品出荷額等の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：工業統計書、経済センサス・活動調査(製造業) 

図表 15.  業中分類別製造品出荷額等の構成比（令和４（2022）年） 
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④商業 

平成 13（2001）年から令和３（2021）年までの商業の推移を見ると、年間商品販売額は平成

19（2007）年まではおおむね 100億円前後で推移していましたが、平成 24（2012）年以降は半

減し、以後は約 40～50億円程度で横ばいとなっています。 

事業所数は平成 16（2004）年を境に減少しており、令和３（2021）年には卸売業、小売業と

もに半減しています。従業者数も同様に減少しており、特に卸売業ではピーク時の半数程度ま

で減少しています。一方、小売業は事業所数の減少幅に比べ、従業者数は比較的緩やかな減少

にとどまっています。 

令和３（2021）年度の南信地域における商圏構造では、本町は駒ヶ根市の一次商圏、伊那市

の二次商圏に位置しています。平成 30（2018）年までは伊那市の三次商圏に位置していました

が、現在は二次商圏として取り込まれています。 

地元滞留率は経年的に５％未満で推移しており、令和３年度は 4.4％となっています。 

また、令和３（2021）年の産業中分類別商品販売額の構成比を見ると、飲食料品小売業が

42.4％と最も多く、次いでその他の小売業が 34.6％となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：商業統計調査、経済センサス 

図表 16. 事業所数・従業者数・年間商品販売額の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：経済センサス 

図表 17.  業中分類別年間商品販売額の構成比（令和３（2021）年）  
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（５）土地利用 

本町の土地利用の現況をみると、都市計画区域内（4,608ha）のうち、農地（田・畑）や山林

などの自然的土地利用の面積は全体の 81.5％を占めています。 

また、用途地域内では、都市的土地利用の面積は全体の 75.3％を占めており、そのうち宅地

（住宅用地・商業用地・工業用地）は 45.1％となっています。自然的土地利用の面積は 24.7％

であり、そのうち農地が 19.9％残存しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：都市計画基礎調査（R7） 

図表 18. 土地利用面積構成比 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：都市計画基礎調査（R7） 

図表 19. 土地利用現況図 
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（６）地域地区 

本町の地域地区は、用途地域が定められています。 

用途地域は、昭和 54（1979）年に当初決定され、平成７（1995）年に用途地域区分の細分類に

よる変更決定が行われ、全７種類（総面積 218ha）が指定されています。用途地域の面積は、都

市計画区域面積（4,608ha）の 4.7％を占めています。 

また、特定用途制限地域は、飯島町役場から伊那中部広域農道沿道までの範囲が令和８（2026）

年に指定されています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：飯島町都市計画図 

図表 20. 地域地区の指定状況 
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（７）都市施設 

都市計画道路は、昭和 55（1980）年に７路線、平成９（1997）年に２路線が都市計画決定さ

れており、９路線（総延長 14,890ｍ）となっています。令和７年３月時点の改良済延長は 500

ｍ（改良率 3.36％）となっています。長野県全体の平均改良率 50.23％に対して、本町の都市

計画道路の改良率は低い状況にあり、都市計画道路のあり方の見直しや計画的な整備の推進が

求められています。 

都市計画公園は、地区公園として与田切公園が１箇所のみ都市計画決定されており、平成９

（1997）年に事業が完了しています。その他に都市公園はありません。 

その他の都市施設として、公共下水道（301ha）、汚物処理場（1.2ha）、ごみ焼却場（2.5ha）

が計画決定されています。 

 

図表 21. 都市施 の決定状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

決定年月日 都市施 名称 都市計画決定事項 事業期間 備考

都市計画  

昭和55年 4月 3日 　飯島１号線 延長約1 140ｍ　幅員1 ｍ

　飯島２号線 延長約1 210ｍ　幅員12～1 ｍ 平成7年～平成14年 約350m

駅前広場　約2 500㎡

　飯島３号線 延長約480ｍ　　幅員1 ｍ

　飯島４号線 延長約4 290ｍ　幅員12～1 ｍ 平成7年～平成14年 約150m

　飯島５号線 延長約1 040ｍ　幅員14ｍ

　飯島６号線 延長約420ｍ　　幅員12ｍ

　飯島７号線 延長約1 040ｍ　幅員12ｍ

平成 9年 7月10日 　伊南バイパス線 延長約4 380ｍ　幅員24.5～28.0ｍ 平成1 年～

　飯島８号線 延長約890ｍ　　幅員1 ｍ

都市計画 園

昭和5 年10月19日 　与田切 園 地区 園　5.8ha 整備済 

  下  

平成  年 7月13日 　飯島町  下  計画面積　174ha

平成15年 8月27日 計画面積　299ha

平成21年12月 9日 計画面積　301ha

　飯島処理区 202ha

　七久保処理区 99ha

汚物処理場

昭和55年 9月20日 　伊南行政組合衛 センター 面積　1.2ha ※

ごみ焼却場

平成27年 1月23日 　上伊那クリーンセンター 面積　2.5ha ※

資料：都市計画基礎調査

※計画決定のみで飯島町に施 は存在しない。

昭和5 年10月19日
～
平成9年4月1日
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（８）交通 

①自動車交通量 

主要道路の平日 24 時間交通量を見ると、南北方向では中央自動車道が 25,693 台／24h と最

も多く、次いで（主）飯島飯田線及び伊那中部広域農道が 10,000台／24hを超えています。国

道 153号（伊南バイパス）は 9,317台／24hの交通量がある一方で、市街地を通過する国道 153

号の区間では 2,820台／24hにとどまっています。 

東西方向では、（主）伊那生田飯田線（バイパス）が 2,842台／24h、（一）飯島停車場日曽利

線が 2,229台／24hとなっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和３年度全国  ・街   情勢調査、令和４年度駒ヶ根市調査 

 

図表 22. 主要  の自動車断面  量（平日 24 時間） 
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②公共交通 

1）運行エリア 

鉄道はＪＲ飯田線が運行しており、町内には田切駅、飯島駅、伊那本郷駅、七久保駅、高遠

原駅の５駅があります。 

バスは、生活交通の確保と利便性の向上を目的として「いいちゃんバス」が平成 21（2009）

年より運行されています。路線は、地域線（南部区域・北部区域）と、駒ヶ根市の昭和伊南総

合病院からＪＲ飯島駅を結ぶ病院線で構成されています。 

地域線（南部区域・北部区域）は、予約のあるバス停のみを運行するデマンド方式、病院線

は一部停留所を除き予約不要の定時・定路線方式で運行されています。 

用途地域内のほぼ全域が公共交通徒歩圏※となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土数 情報、都市計画基礎調査（Ｒ７）ほか 

 

図表 23.     （鉄 ・バス）の運行エリア 

 

※公共交通徒歩圏 … 国土交通省「都市構造の評価に関するハンドブック（平成 24（（2014）年８月）」では、一般

的な徒歩圏は 800m、バス停からの徒歩圏は 300m とされている。そのため、本計画では、町

内全ての鉄道駅から800m圏（及び（町内全てのバス停から300m圏を公共交通徒歩圏とした。 

  



 

22 

 

423 401
378 35 357 334

3 2 344 358 341 323 335 327
353

318 309 290
2 5 2 8 254

212 212 221
322

272 250 253 241 231 238 251 237 247 234 213 213 199
171 1  159 145 143 135 128 132 135

0

100

200

300

400

500

H12
 2000 

H14
 2002 

H1 
 2004 

H18
 200  

H20
 2008 

H22
 2010 

H24
 2012 

H2 
 2014 

H28
 201  

H30
 2018 

 2
 2020 

 4
 2022 

 人 日 

飯島駅 七久保駅

2）ＪＲ飯田線の利用者数 

平成 12（2000）年から令和４（2022）年までの 1日平均乗車人員数の推移を見ると、伊那本

郷駅を除く町内４駅で減少傾向にあります。町内５駅の令和４（2022）年の一日平均乗車人員

数の合計は 433人であり、平成 12（2000）年（894人）の半分程度にまで減少しています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：長野県統計書 

図表 24. ＪＲ飯田線の１日平均乗車人員数の推移 

 

3）いいちゃんバスの利用者数 

いいちゃんバスの年間利用者数の推移を見ると、平成 20（2008）年※から平成 26（2014）年

までは一貫して減少傾向でしたが、その後は横ばいからやや増加傾向となっています。しかし、

令和元（2019）年を境として、再び減少傾向に転じています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：庁内資料 

※平成 20 年は試行運転 

図表 25. いいちゃんバスの年間利用者数の推移 
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（９）景観 

本町は、平成 30（2018）年９月に景観法の規定に基づく「飯島町景観計画」を施行し、建築物

の建築等に関わる届出制度を開始しています。 

町の景観形成を進めるうえで特に重要な地区については、「景観形成重点地区」として指定し、

重点的な景観形成を推進しています。現在は、「ふたつのアルプスが見える町」として重要な場所

となる伊南バイパスや主要な道路の沿道を「沿道景観軸」として位置づけています。 

また、屋外広告物法の規定に基づく「飯島町屋外広告物条例」を平成 31（2019）年８月に施行

し、屋外広告物の表示や掲出物件の設置に関する基準を定めています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

資料：飯島町景観計画 

図表 26. 飯島町景観計画 区域区分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：飯島町屋外広告物の手引き 

図表 27. 屋外広告物規制地域 
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（10）災害 

本町には一級河川の天竜川をはじめとして、天竜川水系の河川が多く位置しています。これ

らの河川沿岸は、1,000 年に１回程度の最大規模での降雨を想定した、想定最大規模（Ｌ２）

における洪水浸水想定区域が指定されています。 

また、急傾斜崩壊危険区域や土砂災害特別警戒区域などの土砂災害のおそれのある区域は、

町内各所に分布しています。一方、用途地域内においては、概ね洪水浸水想定区域や土砂災害

のおそれのある区域の分布は見られません。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国土数 情報、信州くらしのマップ 

図表 28. 災害のおそれのある区域 
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２  民意向 

飯島町都市計画マスタープラン改訂及び飯島町立地適正化計画策定に際し、住民意向を反映さ

せた計画立案を行うため、住民を対象としたアンケート調査とワークショップを実施しました。 

 

（１）アンケート調査 

① 目的 

飯島町都市計画マスタープラン改訂及び飯島町立地適正化計画の策定に際し、住民の現状や

これからの飯島町のまちづくりに関する意向等を把握し、それらを計画に反映させていくこと

を目的としました。また、将来を担う若者の意見も計画に反映させることを目的として、住民

アンケートと可能な限り同様の設問構成で中学生を対象としたアンケートも実施しました。 

 

② 概要 

＜ 民アンケート＞ 

調査対象 

令和元（2019）年７月に実施したアンケートの年代別回収率より傾斜配分に

より抽出した、 民基本台帳における満 15  上（中学 は除く）の 民

1 500 人 

調査方法 
配布方法：郵送 

回収方法：いいちゃんポストへ投函 または ＷＥＢ回答 

調査期間 令和５（2023）年 10 月 19 日（木）～11月 24 日（金） 

回収状況 有効回収数：527  （回収率：35.1 ） 

 

＜中学 アンケート＞ 

調査対象 飯島中学校 ２年 及び３年 （129 名） 

調査方法 
配布方法：「総合的な学習の時間」にて回答フォーム配布 

回収方法：ＷＥＢ回答 

調査期間 令和６（2024）年５月 15日（ ）～７月 19日（金） 

回収状況 有効回収数：94  （回収率：72.8 ） 

 

  



 

26 

 

③ 主なアンケート結果 

＜住民アンケート＞ 

【少子高齢社会に起因する影響への認識】 問 13 

「高齢者の増加により、医療費等の

社会保障費が増える」が 69.4％と最も

多くなっています。また、「売上減少に

より、スーパーや商業施設が撤退し買

い物する場所がなくなる」「若い人が

少なくなり、地域の作業や役割が滞

る」「空き地・空き家が増え、居住環境

が悪化する」の項目も 60％を超えてい

ます。 

 

 

 

 

 

 

 

【人口減少等による影響に対する行政の取り組み方針】 問 14 

「移動できる範囲に店舗、病院、公共施設などを

集め、行政サービスの効率化を図る」が 70.3％と最

も多くなっています。 

一方で、「今よりも税負担が増加しても、行政サ

ービスを現在のまま維持していく」は 13.5％にと

どまっています。 

 

 

【コンパクトシティ形成に向けた重点施策】 問 15 

コンパクトシティ形成に向けた施

策は、「移動が少なくても快適に住み

続けられるよう、スーパーなどの商業

施設や駅、町役場などの近くに住宅や

公共施設を集積させる」が 42.9％と最

も多くなっています。次いで、「既存の

循環バス（いいちゃんバス）を今より

も便利で使いやすくする」が 35.4％と

なり、「新たな公共交通の仕組みを取

り入れる（乗合タクシーなど）」の 31.2％を合わせると 66.6％となります。 
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＜中学生アンケート＞ 

【将来の居住意向】 問７ 

「どちらかというと住みたい」が 34.0％と最も

多く、「住みたい・帰ってきたい」の 11.7％を合

わせると 45.7％となっています。 

一方で、「どちらかというと住みたくない」と「住

みたくない・帰りたくない」を合わせると 21.3％

であり、「まだわからない」も 33.0％となってい

ます。 
 

 

【少子高齢社会に起因する影響への認識】 問９ 

 （「病院や小中学校、図書館などの公共施

設が維持できなくなる」が 46.8％と最も

多く、次いで、「高齢者が増えて医療など

の費用の負担が増える」が 40.4％、「働き

手が減って、人材が不足する」が 37.2％

となっています。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

住民アンケート（問 13）と中学生アン

ケート（問９）を比較すると、中学生は、

病院や小中学校など公共施設の統廃合や

高齢者の増加による医療費の増加には関

心がある一方、買い物の場や若者の数の

減少、空き家の増加などには関心が薄い

傾向が見られます。 

住民は全般的に高い割合で地域課題を

懸念しており、世代間で課題認識の強さ

に差があることがわかります。 
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（２）住民ワークショップ 

① 目的 

飯島町都市計画マスタープラン改訂及び飯島町立地適正化計画の策定に際し、地区ごとの課

題や特色、これからのまちづくりへの要望や課題等を把握し、それらを計画に反映させていく

ことを目的としました。また、住民の方に計画の概要を説明し、理解を深めていただくことも

目的としました。 

② 概要 

開催日 
令和６（2024）年 ８月 17 日（土） 

          ８月 22 日（木） 

開催場所 飯島町文化  中ホール 

参 人数 51 人（２日間延べ人数） 

テーマ 

地区の特色や課題 

 ①「私たちの地区 てどんなところ ろう」 

 ②「地区の良いところ・ いところを探してみよう」 

都市の骨格と施 整備 

 ③「暮らしやすい飯島町になるために必要なものや必要なことは何 ろう」 
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③ 主な住民意向 

＜飯島地区・田切地区＞ 
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＜七久保地区・本郷地区＞ 
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＜飯島町全体＞ 
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３ 都市計画上の主要課題 

（人口減少と少子高齢化） 

日本の人口は過去 10数年間にわたり減少が続いており、出生数も同様の傾向を示しています。 

本町においても、総人口は平成 7年の 10,989人をピークに減少に転じ、令和２年には 9,004人

となりました。将来人口推計では、令和 27 年には令和２年の約７割程度まで減少すると見込ま

れ、特に年少人口・生産年齢人口の減少と老年人口の増加が顕著になると想定されています。 

人口減少と高齢化の進行は、医療・福祉需要の増大や地域コミュニティ機能の低下、生活利便

性の低下など、町の暮らしや都市構造全体に大きな影響を及ぼします。 

今後は、人口規模に見合った施設配置や都市構造の見直しにより、経済的・社会的影響を最小

限に抑え、安心して暮らし続けられる環境を維持していくことが重要な課題です。 

 

（市街地形成） 

ＪＲ飯島駅や七久保駅、伊那本郷駅周辺は比較的新築件数も多く、人口密度も高くなっていま

す。一方で、町全体では空き家や空き店舗の増加により、市街地の低密度化や機能低下が課題と

なっています。また、郊外への人口移動が進んでいます。 

人口減少と高齢化を背景として、子育て世代から高齢者まで幅広い世代が安心で快適な生活を

送ることができるよう、持続可能な都市経営を進める必要があります。そのため、医療や福祉、

商業機能や住居がまとまって立地し、公共交通など多様な移動手段でこれらの生活利便施設にア

クセスできる集約型の市街地形成を進めることが求められています。 

 

（産業） 

町の工業は食料、窯業等を基幹産業として発展し、製造品出荷額も増加傾向にあります。一方

で、商業については町外へ買い物流出が続き、地元滞留率の低さは地域の活性化に影響を与えて

います。近年、新たな商業施設の立地により、町民の生活利便性は向上しつつあります。 

伊南バイパスの全線開通により、広域交通の円滑化と地域の安全性が向上し、商工業や観光、

雇用など産業のさらなる発展も期待されています。さらに、平成 30 年に開通した駒ヶ岳スマー

トインターチェンジは町へのアクセスを容易にし、新たな企業の進出が期待されています。 

一方で、沿道における無秩序な開発の抑制や、南北幹線と東西道路の円滑な連携が求められて

います。 

 

（交通） 

本町は中央自動車道、ＪＲ飯田線、伊南バイパスを含む国道 153号、伊那中部広域農道が南北

方向に整備されています。今後は、リニア中央新幹線や三遠南信自動車道、伊駒アルプスロード

の整備により、県外とのアクセス性の飛躍的な向上が期待されています。 

生活に身近な道路については、維持管理と安全性向上を基本に、利便性の高い道路環境の整備

が求められています。特に市街地では、自動車交通の多い道路や公共施設の周辺で歩道が未設置

の箇所があるため、交通安全の確保が一層必要です。 

鉄道やバスなど公共交通の利用状況は低調ですが、将来を見据えるとその必要性に対する住民

意識は高まっており、脱炭素の観点からも、自動車依存からの脱却と公共交通の充実が重要な課

題となっています。 
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（その他都市施設） 

都市公園は、住民の憩いの場やコミュニティの交流を促進する重要な場所です。町外の人も利

用する大きな公園はあるものの、日常的に利用する小規模な公園については、市街地や居住地に

近い場所への適正な配置が求められています。 

公共下水道計画は進展しているものの、下水道のつなぎ込みや合併浄化槽の設置は十分とは言

えず、さらなる普及促進が必要です。また、上水道の更新年数が 40年を超えるものが令和 11年

には２割を超えることから、災害時の断水リスクや平常時の漏水対策など、強靭で安心できるラ

イフラインの整備が求められています。一方で、長寿命化などによる上下水道施設の維持管理コ

ストの削減も課題です。 

 

（景観育成） 

町の多くの場所から二つのアルプスを望むことができ、田園風景と調和した良好な景観は本町

の大きな魅力です。これまで景観計画や屋外広告物規制により景観づくりを進めてきましたが、

今後は住民や事業者の主体的な参画による景観づくりを一層推進し、美しい景観を守り育ててい

くことが求められています。 

 

（都市防災） 

近年、短時間で大量の雨が降るゲリラ豪雨や線状降水帯の発生による水害や土砂災害、さら

には東日本大震災、長野県神城断層地震、熊本地震、能登半島地震などの地震災害が頻発し、

甚大な被害をもたらしています。 

町民の間では災害への不安と防災意識が高まっており、さらに町は南海トラフ地震や東海地

震による防災対策推進地域に指定されていることから、被害の予防や発災後の迅速かつ効果的

な対応が求められています。 

 

  


